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期間申請の基本操作と申請事例集

2025年度から変更となる、期間申請の基本操作と申請事例についてご説明いたします。
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-P‘sカフェサイトとカフェポイント申請画面

-カフェポイント新規申請、訂正、取消方法

-マニュアルの事例集の応用パターン（マニュアルP15の申請手順）

-期間申請に関するQ＆A

目次

目次はこちらです。ご覧の順番でご説明します。
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3P‘sカフェサイトとカフェポイント申請画面

①ログイン後P’sカフェバナーを押下 ②メニュー一覧（ポイント申請）を押下 ③申請したいメニューの申請を押下

ベネフィット・ステーションサイト P’sカフェサイト P’sカフェサイト

P’s Cafeサイトには、ベネフィット・ステーションサイトにログイン後、P’s Cafeバ
ナーを押し、アクセスしていただきます。

P’s Cafeサイトでは、カフェポイントの申請の他、付与ポイント情報の確認、
申請履歴の確認、カフェマニュアルの確認、問い合わせができます。

カフェポイントの申請を行う場合は、メニュー一覧（ポイント申請）を押し、
申請したいメニューの申請ボタンを押すと、カフェポイント申請画面に移ります。
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4カフェポイント新規申請

2025年07月01日

・開始・終了月は、最長7月〜翌年6月の12か月で入力可能

12ヵ月未満でポイント申請することも可能です。

前月21日〜当月20日の間に申請：開始は最短で当月から指定可能

当月21日〜 ：開始は最短で翌月から指定可能

・開始月の翌月から補助金支給開始

・毎月の申請ポイント数を申請可能金額の範囲で指定

・右の金額欄は自動計算

④ポイント申請画面で必要事項を入力

・申請期間を選択すると申請可能上限ポイント数が表示

・対象メニューの給与控除額から申請可能金額を表示

・金額は給与控除月の21日から表示

（7月1日時点で表示されるのは6月給与控除がある場合）

期間申請メニュー「従業員持株会購入補助」のカフェポイント申請画面です。

まず、申請期間を入力してください。申請期間は、最長で7月から翌年6月までの12か月
間指定できます。
申請月の前月に該当制度の給与控除がある場合、開始月は当月から指定可能です。

たとえば、6月に対象制度の給与控除がある場合、7月1日～7月20日の間に申請すれば、
開始月を7月として指定できます。
7月から対象制度の給与控除が開始される場合、申請は7月21日以降可能となり、開始月
は8月から指定できます。

申請期間を入力すると、申請可能上限ポイント数が表示されます。
申請ポイントは、この上限の範囲内で入力してください。
上限ポイント数は、申請時点での残ポイント、対象制度の給与控除金額、
ポイント申請上限ルールに基づいて算出された、今回申請可能な最大ポイント数です。

なお、申請可能上限まで使用する、にチェックを入れることで上限額が申請ポイントに
セットされます。
申請期間と申請ポイント数を入力したら、内容確認ボタンを押してください。
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5カフェポイント新規申請

・申請期間と合計申請ポイント数が表示

申請期間×ひと月あたりの申請ポイント数

2025年07月01日

⑤申請内容確認画面

申請内容確認画面です。
申請期間、ひと月あたりの申請ポイント数、合計申請ポイント数が表示されます。
間違いがなければ、申請ボタンを押し、申請完了です。
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6カフェポイント新規申請（申請エラーパターン）

申請期間の相違 申請可能上限ポイントオーバー

2025年07月01日

・申請期間が相違している場合、申請可能上限ポイントが0と表示され、申請ができません。

例）2025年7月10日にカフェポイント申請する際、2025年6月〜2026年6月までを選択

→2025年6月は旧年度のため、当年度付与ポイントで申請不可

2025年7月25日にカフェポイント申請する際、2025年7月〜2026年6月までを選択

→当月21日以降の開始月は翌月から指定可能（当月の指定は不可）

・申請可能上限ポイント数を超えたポイントを申請しようとすると、エラー表示

・申請可能上限ポイント数内で申請してください。

申請時のエラーパターンを2つご紹介します。

1つ目は、申請期間が誤っている場合です。
申請期間が正しくない場合、申請可能上限ポイント数がゼロと表示され、ポイント申請
ができません。

たとえば、2025年7月10日に申請を行う際に、申請期間を2025年6月から2026年6月と
指定した場合、2025年6月は旧年度にあたるため、当年度の付与ポイントでは申請でき
ず、
上限ポイントがゼロとなります。

2つ目は、上限ポイント数を超えたポイントを申請した場合です。
申請可能上限ポイント数を超えるポイント数を入力して内容確認ボタンを押すと、エ
ラー画面が表示されます。
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7カフェポイントの訂正申請

①申請履歴一覧を押下 ②検索条件（利用年度、申請日など）を入力し、検索

申請ポイントの訂正方法について、ご説明します。
P’s Cafeサイトの左側にある申請履歴一覧ボタンを押します。
次に、表示された画面で利用年度を選択し、検索ボタンを押します。
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8カフェポイントの訂正申請

③検索結果より訂正したい申請番号を押下 ④表示内容を確認し、訂正ボタンを押下

検索結果に表示された申請履歴の一覧から、訂正したい申請の申請番号を押します。
内容を確認のうえ、訂正ボタンを押してください。
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9カフェポイントの訂正申請

⑤訂正したい月を選択して、訂正ボタンを押下 ⑥訂正したいポイント数を入力し、内容確認ボタンを押下

訂正したい月を選択し、訂正ボタンを押します。
次の画面で、訂正後のポイント数を入力し、内容確認ボタンを押します。
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10カフェポイントの訂正申請

⑦申請訂正内容を確認し、訂正ボタンを押下

表示された内容を確認のうえ、再度、訂正ボタンを押すと、訂正が完了します。
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11カフェポイントの取消申請

①申請履歴一覧を押下 ②検索条件（利用年度、申請日など）を入力し、検索

申請ポイントの取消方法について、ご説明します。
P’s Cafeサイトの左側にある申請履歴一覧ボタンを押します。
次の画面で利用年度を選択し、検索ボタンを押します。
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12カフェポイントの取消申請

③検索結果より取消したい申請番号を押下 ④表示内容を確認し、取消ボタンを押下

検索結果に表示された申請履歴の一覧から、取消したい申請の申請番号を押します。
内容を確認のうえ、取消ボタンを押してください。
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13カフェポイントの取消申請

⑤取消したい月を選択して、取消ボタンを押下

取消申請をすると、内容確認はなくそのまま処理が

実行されますのでご注意ください。

取消したい月を選択して、取消ボタンを押します。
取消ボタンを押すと、内容確認はなく、そのまま、処理が実行されますので、
取消ができているかは、もう一度申請履歴一覧から、申請ステータスをご確認ください。
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14マニュアルの事例集の応用パターン（マニュアルP15）

ポイントを短期間で利用するパターン

2025年07月01日

毎月、多目的積立で5,000円給与控除されている場合（2025年6月給与控除がある場合）

・多目的積立と一般財形と合わせて、年間付与ポイントの1/3まで申請可能

・毎月の給与控除が5,000円の場合、ひと月あたりの申請可能上限は、

50ポイント（5,000円）

・年間の申請上限までであれば、短期間でポイントを使い切ることが可能

期間申請マニュアル、15ページの利用例（応用編）について、ご説明します。

期間申請は、期初申請と異なり、カフェポイントを、短期間でまとめて利用することが
可能です。
期初申請では、1か月あたりのポイント申請上限が年間付与ポイントの12分の1と
定められており、12か月にわたって申請する必要がありました。

一方、期間申請では、この1か月あたり12分の1という制限が緩和されているため、
必要な期間に集中してポイントを申請することができます。
「申請可能上限まで使用する」、にチェックを入れることで上限額が申請ポイントに
セットされます。

なお、多目的積立と一般財形については、年間付与ポイントの3分の1まで
という申請上限は変更されていませんので、ご注意ください。

画面イメージでは、多目的積立補助として、7月から、翌年2月までの8か月間、
1か月あたり50ポイント、合計400ポイントを申請するケースを紹介しています。
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15マニュアルの事例集の応用パターン（マニュアルP15）

ポイントを短期間で利用するパターン

ポイントを短期間で利用し、補助がなくなった後は、給与控除のみになります。

2025年07月01日

申請内容確認画面について、ご説明します。

この画面では、申請期間と申請ポイント数を掛けた合計申請ポイント数が表示されます。
内容に誤りがなければ、申請ボタンを押して申請を完了してください。

なお、カフェポイントによる補助を短期間で使い切った場合、
その後は各制度の給与控除のみが行われますのでご注意ください。
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16マニュアルの事例集の応用パターン（マニュアルP15）

年間の申請上限に対して端数が出た場合と残ポイントを使いきりたい場合

・カフェポイント申請年度内で、且つ、申請済みの期間以外で新規申請が可能

例）多目的積立 年間申請上限 407ポイント

50ポイント×8か月＝400ポイント申請

7ポイント×1か月＝7ポイント申請

期間申請では、同じメニューに対して、複数回ポイント申請を行うことができます。

たとえば、多目的積立や一般財形のメニューで、年間申請上限や残ポイントに
端数が出た場合でも、その端数分を個別に申請することが可能です。

また、申請期間を1か月間のみに設定することで、1か月分だけの
ポイント申請もできます。

ただし、すでに申請済みの期間に対しては、新規申請はできません。
申請済みの内容を修正したい場合は、訂正申請を行ってください。
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17ベネフィット・ステーションアプリ

▼iPhone ▼Android

ベネフィット・ステーションアプリから、
カフェテリアプランサイトに遷移できます。
（ベネアカウントでログインが必要です。）

カフェテリアプランスマホサイトでできること

・期間申請・定時申請・随時申請など、全てのポイント申請に対応。

 ・時申請時には、スマホで証憑の写真を撮るだけで申請可能。

領収書等のスキャン不要。

 ・残ポイント数をすぐに確認できる。
※スマホ画面はイメージです。

スマホアプリからカフェテリアプランサイトにアクセスし、ポイント申請が簡単に行えます。

P’s Cafeサイトは、ベネフィット・ステーションアプリからもアクセス可能です。
アプリ経由でP’s Cafeサイトにアクセスする際は、ベネアカウントでのログインが
必要です。

スマートフォンからカフェポイントの申請ができますので、
ぜひベネフィット・ステーションアプリをインストールしてご利用ください。
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18期間申請に関するQ＆A

Question Answer

期間申請では、当該年度の過去月の給与控除分について

も、ポイント申請は可能ですか？

いいえ、できません。期間申請は当月から未来月分の申請しかできません。

12か月分のポイント申請を行いたい場合には、7月1日から20日までにポイント申請を

行ってください。（6月に給与控除がある場合のみ7月1日から20日に申請可能）

一般財形貯蓄補助と多目的積立メニューについて、持ち

ポイントの1/3までの申請上限ルールは変わりません

か？

変わりません。

期間申請になっても、一般財形貯蓄補助と多目的積立メニューについては、持ちポイン

トの1/3までしか申請できません。

申請ポイントの年間上限は、ポイント申請画面の「当メニュー申請可能ポイント（今年

度利用分）」をご確認ください。

退職する場合には、いつまでポイント申請ができます

か？

退職月の20日までポイント申請が可能です。

期間申請対象制度によっては、退職月の前月までしか給与控除がないものがあります。

退職月前月までしか給与控除がない制度のカフェポイント申請は、退職月前月の20日ま

でです。

積立額の変更を行い控除金額が減少した場合にはどうな

りますか？

控除金額内でポイントの調整がされ、補助金支給額も調整されます。

調整ポイントは毎月残ポイントに戻ります。

控除金額が減少することがわかっていれば、申請ポイント数の訂正を行ってください。

最後に、期間申請に関するよくあるご質問を、ご案内します。
Q&Aの内容は、パナソニック共済会の期間申請、特設サイトにも掲載されていますので、
あわせてご確認ください。

以上で期間申請の基本操作と申請事例の説明を終了します。
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